
平
成
２０
年
度
市
税
等
の
納
付
期
限

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

今
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
と

介
護
保
険
料
の
納
付
期
限
が
一
月
遅

れ
と
な
り
、
７
月
か
ら
の
開
始
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
新
た
に
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

納
税
は
国
民
の
基
本
的
な
義
務
で

あ
り
税
金
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
資
金

で
す
。
納
期
内
の
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、
納
付
に
は
安
全
・
便
利
な

口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。
申
込

用
紙
は
市
内
の
金
融
機
関
、
市
役
所

税
務
課
、
野
栄
総
合
支
所
に
あ
り
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
す
で
に
口
座
振
替
を
ご
利

用
の
方
は
、
振
替
日
前
に
残
高
の
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
税
務
課
納
税
推
進
室

!
７３
・
０
０
８
７

◆
固
定
資
産
税
と
は

毎
年
１
月
１
日
現
在
に
、
匝
瑳
市

内
に
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所

有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
る
税
金

で
す
。

◆
固
定
資
産
税
の
算
出
方
法

所
有
す
る
固
定
資
産
を
評
価
し
、

そ
の
価
格
を
も
と
に「
課
税
標
準
額
」

を
算
定
し
ま
す
。

こ
の
「
課
税
標
準
額
」
×
（
１．４
％
）

が
固
定
資
産
税
額
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
「
課
税
標
準
額
」
が
左
記
の

金
額
に
満
た
な
い
場
合
は
課
税
さ
れ

ま
せ
ん
。

土
地
…
３０
万
円

家
屋
…
２０
万
円

償
却
資
産
…
１
５
０
万
円

◆
評
価
額
の
算
定

固
定
資
産
の
評
価
は
、
総
務
大
臣

が
定
め
た
「
固
定
資
産
評
価
基
準
」

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

３
年
に
一
度
、
土
地
・
家
屋
の
評
価

替
え
が
行
わ
れ
、
平
成
２１
年
度
が
評

価
替
え
の
年
と
な
り
ま
す
。

◆
今
年
の
納
期

第
１
期

６
月
２
日

第
２
期

７
月
３１
日

第
３
期

９
月
３０
日

第
４
期

１２
月
２６
日

※
５
月
９
日
に
納
税
通
知
書
を
発
送

し
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
固
定
資
産
税
の
減
免

生
活
困
窮
や
災
害
な
ど
の
理
由
で

一
定
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、

固
定
資
産
税
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

問
税
務
課
資
産
税
班!

７３
・
０
０
８
７

市税等の納付期限（口座振替日） 納納
税税
はは
国国
民民
のの
義義
務務
でで
すす

市
税
等
は
納
付
期
限
内
に

納
付
し
ま
し
ょ
う

※最終納付期限後の追加課税は随時期限となります。

軽自動車税の納税通知書が送付されます 解解

説説
軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に１年度分が課税され、５月中
旬に納税通知書が送付されます。月割課税（還付）の制度はありませんので、
年度途中で廃車しても年税額がかかります。納期は６月２日です。
【減免制度】
交付されている身体障害者手帳などの障害の程度や下表の要件により、減
免制度が適用される場合があります。詳しくは市役所税務課までお問い合わ
せください。なお、減免できる自動車は、１人の障害者につき普通自動車な
どを含め１台に限られます。
【減免申請の手続き】
受付期間は、納税通知書が発送されてから納期限（６月２日）の７日前ま
でです。申請に必要な書類などは次の通りです。
①平成２０年度軽自動車税納税通知書 ②減免申請書（市役所税務課および野
栄総合支所市民室にあります。） ③身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか該当するもの ④運転者の運転免許
証、印鑑、車検証ほか 問税務課市民税班!７３－００８７

減免の対象となる自動車の所有者、運転者および使用目的に関する要件

注１ 自動車検査証または軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除きます。
２ 障害者を常時介護する方が自動車の運転をする場合は、障害者のみで構成される

世帯の障害者が所有する自動車に限ります。
３ ローン契約等で自動車の売主が所有権を留保しているときは、使用者を所有者と

みなします。

介護保険料

１期
７月３１日

２期
９月１日

３期
９月３０日

４期
１０月３１日

５期
１２月１日

６期
１２月２６日

７期
２月２日

８期
３月２日

後期高齢者
医療保険料

１期
７月３１日

２期
９月１日

３期
９月３０日

４期
１０月３１日

５期
１２月１日

６期
１２月２６日

７期
２月２日

８期
３月２日

国民健康
保険税

１期
７月３１日

２期
９月１日

３期
９月３０日

４期
１０月３１日

５期
１２月１日

６期
１２月２６日

７期
２月２日

８期
３月２日

市県民税

１期
６月３０日

２期
９月１日

３期
１０月３１日

４期
２月２日

固定資産税

１期
６月２日

２期
７月３１日

３期
９月３０日

４期
１２月２６日

軽自動車税

１期
６月２日

税目
納期

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

使用目的
もっぱら障害者が使用す
るもの

もっぱら障害者の通学、
通院、通所若しくは生業
のために使用するもの

もっぱら障害者が使用す
るもの

もっぱら障害者の通学、
通院、通所若しくは生業
のために使用するもの

自動車の運転者

本人

生計を一にする者または
常時介護する者（注２）

本人

生計を一にする者または
常時介護する者（注２）

生計を一にする者または
常時介護する者（注２）

生計を一にする者または
常時介護する者（注２）

自動車の所有者

本人

本人または生計を一にす
る者

本人

本人または生計を一にす
る者

本人または生計を一にす
る者

本人または生計を一にす
る者

区分

身体障害者

戦傷病者

知的障害者

精神障害者

く
ら
し
の
情
報

固固
定定
資資
産産
税税

６広報そうさＨ２０．５．１



法
令
に
基
づ
く

適
切
な
焼
却
設
備

を
用
い
ず
に
廃
棄

物
を
焼
却
す
る

「
野
焼
き
」。不
完
全
燃
焼
あ
る
い
は

低
い
温
度
で
の
焼
却
と
な
り
や
す
く
、

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
が
発
生
す
る
ほ
か
、

煙
や
臭
い
の
発
生
に
よ
り
近
所
の
迷

惑
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
行
為
が

「
野
焼
き
」
に
該
当
し
ま
す
。

◆
庭
に
置
い
た
ド
ラ
ム
缶
や
空
地
で

ご
み
を
焼
却
す
る
こ
と

◆
ブ
ロ
ッ
ク
で
囲
ん
だ
場
所
で
ご
み

を
焼
却
す
る
こ
と

◆
扉
や
煙
突
の
壊
れ
た
焼
却
炉
で
ご

み
を
焼
却
す
る
こ
と

◆
道
路
・
河
川
な
ど
の
空
地
で
ご
み

を
焼
却
す
る
こ
と

◆
畑
で
植
木
の
刈
り
込
み
枝
を
焼
却

す
る
こ
と

※
一
般
家
庭
の
ご
み
は
、
焼
却
せ
ず

に
匝
瑳
市
ほ
か
二
町
環
境
衛
生
組

合
で
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

※
一
般
家
庭
の
ご
み
以
外
の
ご
み
で
、

処
理
方
法
が
不
明
の
ご
み
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
事
業
系
一
般
廃
棄
物
は
、
直
接
匝

瑳
市
ほ
か
二
町
環
境
衛
生
組
合
へ

搬
入
す
る
か
、
同
組
合
が
許
可
し

て
い
る
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

許
可
業
者
へ
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

問
環
境
生
活
課
環
境
班

!
７３
・
０
０
８
８

野
栄
総
合
支
所
地
域
整
備
室

!
６７
・
３
１
１
４

今
年
も
次
の
日
程
で
ゴ
ミ
ゼ
ロ
運

動
を
実
施
し
ま
す
。

日
時
…
５
月
２５
日
（
日
）
８
時
〜
９

時

実
施
場
所
…
道
路
、
公
園
、
河

川
、
空
き
地
な
ど

収
集
対
象
ご
み
…
①
空
き
缶

②
そ

の
他
の
金
属
類

③
空
き
び
ん

④

紙
く
ず
（
燃
え
る
も
の
）
の
４
分
類

収
集
方
法
…
①
ゴ
ミ
ゼ
ロ
用
の
袋
で

収
集

②
市
か
ら
収
集
車
を
配
車

し
、
匝
瑳
市
ほ
か
二
町
環
境
衛
生
組

合
へ
搬
入

③
直
接
搬
入
す
る
場
合

は
、
各
地
区
各
団
体
ご
と
に
同
環
境

衛
生
組
合
へ

参
加
方
法
…
ゴ
ミ
ゼ
ロ
運
動
実
施
計

画
書
を
市
に
提
出

雨
天
の
場
合
…
市
の
集
積
業
務
は
実

施
。
各
団
体
の
決
行
、
中
止
は
お
の

お
の
で
判
断
。

問
環
境
生
活
課
環
境
班

!
７３
・
０
０
８
８

飼
い
犬
や
飼

い
猫
が
み
だ
り

に
繁
殖
す
る
こ

と
を
防
止
す
る

た
め
、
避
妊
・

去
勢
手
術
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
市
で

は
平
成
２０
年
度
か
ら
手
術
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

申
請
者
の
条
件

・
匝
瑳
市
に
お
い
て
住
民
票
ま
た
は

外
国
人
登
録
が
さ
れ
て
い
て
市
税

の
未
納
が
な
い
こ
と

・
飼
い
犬
・
飼
い
猫
が
生
後
６
か
月

以
上
で
、
獣
医
師
か
ら
手
術
が
可

能
と
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と

・
犬
の
場
合
、
狂
犬
病
予
防
法
に
基

づ
く
登
録
を
済
ま
せ
て
い
る
こ
と

補
助
金
額
…
５
千
円
（
犬
１
匹
・
猫

１
匹
当
た
り
）

申
請
方
法
…
補
助
金
交
付
申
請
書
に

記
入
し
て
添
付
書
類
と
共
に
環
境
生

活
課
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
申
請
は
一
世
帯
当
た
り
年
度
ご
と

一
回
限
り
）

添
付
書
類
…
①
不
妊
・
去
勢
手
術
代

金
の
領
収
書

②
匝
瑳
市
の
市
税
に

未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
市
税
完
納
証
明
書
）

問
環
境
生
活
課
環
境
班

!
７３
・
０
０
８
８

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
を

行
い
ま
す
。
会
場
へ
は
犬
を
抑
え
ら

れ
る
人
が
連
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

登
録
は
犬
の
一
生
に
１
回
、
注
射
は

年
１
回
必
要
で
す
。

日
時
…
５
月
１８
日
（
日
）
９
時
〜
１２

時

場
所
…
市
役
所
北
側
駐
車
場
、

野
栄
総
合
支
所
北
側
駐
車
場

手
数

料
…
新
た
に
登
録
す
る
犬
の
場
合
６
、

３
５
０
円（
内
訳
：
登
録
手
数
料
３
、

０
０
０
円
、
注
射
料
２
、
８
０
０
円
、

注
射
済
票
交
付
手
数
料
５
５
０
円
）、

登
録
済
の
犬
の
場
合
３
、
３
５
０
円

（
内
訳
：
注
射
料
２
、
８
０
０
円
、

注
射
済
票
交
付
手
数
料
５
５
０
円
）

問
環
境
生
活
課
環
境
班
!
７３
・
０
０

８
８
、
野
栄
総
合
支
所
地
域
整
備
室

!
６７
・
３
１
１
４

資
源
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
回
収

さ
れ
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
缶
な
ど
は
、

回
収
さ
れ
た
後
で
再
資
源
化
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
「
ご
み
」

で
は
な
く
貴
重
な
資
源
だ
と
い
え
ま
す
。

市
で
は
自
治
会
・
子
ど
も
会
・
町

内
会
な
ど
の
集
団
が
家
庭
か
ら
出
る

資
源
ご
み
を
回
収
し
て
リ
サ
イ
ク
ル

業
者
に
引
き
渡
す
活
動
に
対
し
て
奨

励
金（
１
㎏
に
つ
き
５
円
、
た
だ
し
、

一
事
業
年
度
に
つ
き
限
度
額
２０
万

円
）
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

奨
励
金
を
受
け
る
に
は
、
ま
ず
団

体
と
し
て
の
登
録
が
必
要
で
す
。
登

録
手
続
き
な
ど
詳
し
く
は
市
役
所
環

境
生
活
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
環
境
生
活
課
環
境
班

!
７３
・
０
０
８
８

ご
み
の
野
焼
き
行
為
は

や
め
ま
し
ょ
う

ごご
近近
所所
のの
迷迷
惑惑
でで
すす

５５
月月
２２５５
日日
にに

犬犬
・・
猫猫
のの
避避
妊妊
去去
勢勢

どうぞの気持ちを広げよう 犬犬
をを
飼飼
っっ
てて
いい
るる
皆皆
ささ
んん
へへ

春の全国交通安全運動

信
号
待
ち
の
車
に
交
通
安
全

を
呼
び
か
け
る
指
導
員

みみ
んん
なな
でで
リリ
ササ
イイ
クク
ルル

「広げようどうぞの気持ちと車間距離」「点
めつだ一度止まって次の青」をスローガンに、
４月６日（日）～４月１５日（火）に展開され
た春の交通安全運動。本市でも各種啓発活動
が行われました。
運動期間中の
交通事故の状
況は右表の通
りです。

負傷者

８６８

４

死亡者

５

０

件 数

７０６

４

県 内

市 内

資
源
集
団
回
収
に

奨
励
金

犬
の
登
録
と

狂
犬
病
予
防
注
射

手
術
費
用
を
補
助

ゴ
ミ
ゼ
ロ
運
動

７


